
中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送の進捗状況

データでみる福島再生

概要

•安全を第一に除去土壌等の輸送を行っています。
•2015年3月より除去土壌等の中間貯蔵施設への輸送を開始しました。
•除去土壌等の仮置場からの中間貯蔵施設への輸送は10tダンプトラックを基本に
実施しています。

•輸送対象物の全数管理、輸送車両の運行管理、環境モニタリング等を行い、安
全かつ確実な輸送を実施しています。

•2026年1月末時点で、累積約1,424万㎥の除去土壌等（帰還困難区域を含む）
を中間貯蔵施設へ搬入しました。

輸送車両の走行状況 中間貯蔵施設からの退域前に
スクリーニングをする輸送車両
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